
ＪＩＡ建築家賠償責任保険

建築家が日本国内において、設計等の業務ミスでその建築物に物理的「滅失もしくは損傷」事故が発生し、
建築物や他人に損害を与えたとき、法律上賠償しなければならない損害を補償します。

補償①設計等の業務ミスによる損害賠償をカバー

【取扱代理店】
株式会社建築家会館   
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-16     
TEL：03-3401-6281 FAX：03-3401-8010
（受付時間：平日午前9時から午後5時まで）

お問い合わせ先

〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-１
TEL： 050-3808-5528 FAX：03-6388-0160

     （受付時間：平日午前9時から午後5時まで）

団体・公務開発部第二課

SJ25-11852（2025/12/23）

このチラシは概要を説明したものです。詳しい内容については、下記までお問い合わせください。

【引受保険会社】

補償①にかかわらず、建築物の「給排水衛生設備」「電気設備」「空気調和設備」または「遮音性能」については、
建築物の物理的「滅失もしくは損傷」事故が発生していなくても、これらの設備が所定の技術水準に満たないために、
本来の機能を著しく発揮できない状態が発生したとき、法律上賠償しなければならない損害を補償します。

補償②給排水・電気・空調・遮音性 設備の機能的な不具合による損害賠償をカバー

ケンバイジュニアプランのご案内
（１）ご加入条件

①公益社団法人日本建築家協会のジュニア会員が開設者である建築設計事務所
② 建築設計を専業としている建築設計事務所
③年間設計・監理料が１，０００万円以下 の建築事務所

（２）建築家賠償責任保険とは

（３）保険金額（保険金支払限度額）

保険金額（保険金支払限度額） お支払いする保険金

１事故・１年間につき/（対人１名につき）

３００万円/（１５０万円）

〈①下記②以外の場合〉

賠償額×縮小支払割合＝お支払保険金

〈②地盤・基礎にかかわる事故の場合〉

賠償額×70% ＝お支払保険金

１７，０００円で

ケンバイに加入できます！
年間保険料

１９，０００円、１８，０００円、１７，０００円

（※）こちらは補償の一部です。その他の補償については、下記までお問い合わせください。

基準保険料

２０，０００円

縮小支払割合

９５％、９０％、８５％

（４）年間保険料

ケンバイジュニアプランにご加入できる方は、以下の３つの条件を満たす建築事務所となります。

最初の保険期間開始前の一年間に遂行した設計等の業務に起因する場合も、それが保険期間中に
損害賠償請求を受ければお支払いの対象となります。

（建築家特約条項セット賠償責任保険）
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